
 

会
津
総
支
部
第
５
９
回
定
期
大
会
が
３

月
１
２
日
（
土
）
に
、
会
津
若
松
ワ
シ
ン

ト
ン
ホ
テ
ル
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
前
号
の
機
関
紙
で
お
伝
え

し
た
と
お
り
で
す
。 

 

 
大
会
に
お
い
て
、
議
案
第
３
号
「
会
津

総
支
部
規
約
の
一
部
改
正
」
が
可
決
・
決

定
し
、
総
支
部
事
務
所
を
こ
れ
ま
で
の

「
会
津
若
松
市
職
労
事
務
所
内
」
か
ら

「
会
津
労
働
福
祉
会
館
内
」
に
移
設
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
伴
う
引
っ
越
し
作
業
に
つ
い
て

は
、
３
月
２
０
日
（
日
）
に
新
・
旧
・
元

総
支
部
事
務
局
長
等
の
協
力
を
得
て
行

い
、
何
と
か
無
事
に
４
月
１
日
（
金
）
か

ら
事
務
所
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

た
だ
し
、
電
話
に
つ
い
て
は
、
契
約
上

の
問
題
も
あ
り
、
し
ば
ら
く
不
通
と
な
る

見
込
み
で
す
。
総
支
部

へ
の
ご
連
絡
に
つ
い
て

は
、
上
記
連
絡
先
へ
お

願
い
で
き
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
皆
さ
ま
に
は
、

大
変
ご
不
便
を
お
か
け
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

 

さ
て
、
今
号
に
お
い
て
は
、
大
会
で
可

決
・
決
定
し
た
総
支
部
運
動
方
針
か
ら
、

主
な
も
の
を
抜
粋
し
て
記
載
し
た
い
と
思

い
ま
す
。 

①
賃
金
改
善
に
関
し
て 

▼
各
単
組
の
「
生
涯
賃
金
比
較
」
や
「
昇

給
昇
格
基
準
」
の
検
証
（
単
組
モ
デ
ル
賃

金
の
点
検
）
結
果
か
ら
、
賃
金
水
準
の
改

善
に
取
り
組
み
ま
す
。 

▼
勧
告
に
基
づ
く
給
与
改
定
に
つ
い
て

は
、
国
・
県
の
動
向
を
注
視
し
、
迅
速
な 

各
単
組
へ
の
情
報
提
供

に
努
め
ま
す
。
特
に
、

２
０
２
１
人
勧
に
よ
る

減
額
調
整
を
本
年
６
月

の
期
末
手
当
で
行
う
自

治
体
単
組
に
つ
い
て
は
、
県
本
部
と
連
携

し
、
よ
り
一
層
の
迅
速
な
情
報
提
供
に
努

め
ま
す
。 

②
労
働
条
件
改
善
に
関
し
て 

▼
労
働
時
間
や
労
働
環
境
の
改
善
、
業
務

に
応
じ
た
配
置
人
数
の
増
強
、
賃
金
引
き

上
げ
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
課
題
な
ど
、
具

体
的
な
職
場
の
課
題
に
つ
い
て
、
実
態
と

組
合
員
の
意
見
に
基
づ
き
要
求
を
積
み
上

げ
、
当
局
交
渉
を
実
施
す
る
中
か
ら
、
働

き
方
と
生
活
の
改
善
を
勝
ち
取
り
ま
す
。 

▼
格
差
の
解
消
を
め
ざ
し
、
安
易
な
使
い

捨
て
労
働
と
賃
金
の
低
位
平
準
化
を
蔓
延

さ
せ
な
い
た
め
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の

処
遇
改
善
と
組
織
化
を
進
め
ま
す
。 
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〔発 行〕自治労 

 福島県本部会津総支部 

〔所在地〕会津若松市西栄町 

 7-9 会津労働福祉会館2階 

〔連絡先〕 

 jitirou.aizu@gmail.com 

 （携帯）090-3361-8400 

自治労福島県本部会津総支部機関紙 2022年4月8日発行 第371号 

新規採用者全員の組織化と自治労共済への加入を推進しよう！ 

総
支
部
定
期
大
会 

そ
の
２ 

新
総
支
部
事
務
所
を
会
津
労
働
福
祉
会
館
２
階
に
開
設 

大会特集 

新総支部事務所前にて。高橋総 

支部長（左）と服部事務局長 

当面の日程 

■4月28日（木） 

18:00～総支部単組代
表者会議（会津労働福
祉会館3階） 

■5月13日（金）～15
日（日）県本部スポー
ツ大会（野球）総支部
予選大会（喜多方市
内） 

電
話
不
通 

運
動
方
針
か
ら
ポ
イ
ン
ト
を
記
載 



自治労福島県本部会津総支部機関紙 2022年4月8日発行 第371号 

新規採用者全員の組織化と自治労共済への加入を推進しよう！ 

▼
公
務
員
の
定
年
引

き
上
げ
に
む
け
た
取

り

組

み

に

つ

い

て

は
、
各
自
治
体
の
条

例
改
正
に
向
け
て
、

引
き
続
き
県
本
部
と
連
携
し
、
単
組
へ

の
情
報
提
供
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
総

支
部
学
習
会
や
各
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
の
開

催
に
よ
り
管
内
単
組
の
情
報
共
有
に
努

め
ま
す
。 

③
学
び
と
交
流
に
関
し
て 

▼
総
支
部
労
働
講
座
や
各
種
学
習
会
・

集
会
を
通
じ
、
学
び
と
交
流
の
取
り
組

み
を
進
め
ま
す
。 

④
政
治
闘
争
に
関
し
て 

▼
第
２
６
回
参
議
院
通
常
選
挙
闘
争
に

つ
い
て
は
、
県
本
部
方
針
を
踏
ま
え
、

組
織
内
予
定
候
補
者
『
鬼
木
ま
こ
と
』

の
知
名
度
を

上
げ
る
取
り

組
み
を
進
め

ま
す
。 

 

⑤
組
織
拡
大
に
関
し
て 

▼
未
組
織
・
未
加
盟
単
組
対
策
に
つ
い

て
は
、
県
本
部
方
針
の
も
と
、
周
辺
単

組
の
協
力
を
得
な
が
ら
取
り
組
み
を
進

め
ま
す
。 

⑥
総
支
部
の
機
能
強
化
に
関
し
て 

▼
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
機
能
強
化
を
図
り
、

ス
ム
ー
ズ
な
役
員
選
出
や
各
単
組
の
現

状
把
握
に
努
め
ま
す
。 

▼
現
業
評
議
会
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

は
、
上
部
団
体
に
結
集
し
、
県
本
部
か

ら
の
支
援
・
協
力
を
求
め
な
が
ら
、
評

議
会
の
再
開
に
む
け
て
取
り
組
み
ま

す
。 

▼
青
年
女
性
部
運
動
の
強
化
や
担
い
手

の
育
成
の
た
め
に
、
青

年
女
性
部
と
と
も
に
学

習

会
・
交

流

会

の

企

画
・
実
施
や
、
組
合
活

動
の
基
礎
を
学
ぶ
場
を

設
け
ま
す
。 

⑦
労
働
者
自
主
福
祉
活
動
に
関
し
て 

▼
自
治
労
共
済
加
入
促
進
を
目
的
と
し

た
「
共
済
制
度
学
習
会
」
や
「
ラ
イ
フ

プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
」
等
を
引
き
続
き
開

催
す
る
と
と
も
に
、
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等

を
通
し
た
共
済
推
進
の
取
り
組
み
を
実

施
し
ま
す
。 

⑧
教
育
宣
伝
に
関
し
て 

▼
総
支
部
機
関
紙
「
自
治
労
あ
い
づ
」

の
定
期
発
行
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
・

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
の
定

期
的
な
情
報
発
信
を
目
指

し
ま
す
。 

⑨
脱
原
発
・
平
和
運
動
に
関
し
て 

▼
福
島
第
一
原
発
の
放
射
性
物
質
ト
リ

チ
ウ
ム
を
含
む
汚
染
水
の
処
理
に
つ
い

て
は
、
「
海
洋
放
出
あ
り
き
」
の
国
の

議
論
を
注
視
し
、
国
の
責
任
に
お
い
て

安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
対
応
が
は
か
ら

れ
る
よ
う
、
平
和
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
と

連
携
し
た
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。 

 

編
集
後
記 

 

こ
の
４
月
か
ら
県
本
部
再
雇
用
職
員

と
し
て
、
会
津
総
支
部
事
務
所
へ
勤
務

し
て
い
る
坂
内
で
す
。
こ
の
機
関
紙
と

県
本
部
Ｈ
Ｐ
、
総
支
部
Ｈ
Ｐ
、
総
支
部

Faceb
o
o
k

、
自
治
研
の
取
り
組
み
等
を

担
当
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
事
務

所
の
ネ
ッ
ト
環
境
の
整
備
が
遅
れ
、
担

当
業
務
が
思
う
よ
う
に
進
み
ま
せ
ん

が
、
組
合
員
の
皆
さ
ま
へ
の
迅
速
な
情

報
提
供
を
心
掛
け
な
が
ら
、
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

新入組合員・若年層組合員の皆さまへ 

自治労共済『WEBセミナー』のお知らせ！ 

［配信期間］4月1日（金）～6月30日（木） 

［配信内容］①団体生命共済、②マイカー共済 

      ③長期共済・税制適格年金 

※YouTubeによる動画配信となりま
す。右のQRコードから動画配信ページ
へアクセスし、ID :  fukushima 

PW :  0630web と入力ください。 

自
転
車
に
保
険
か
け
て
ま
す
か
？ 

■
４
月
１
日
か
ら
加
入
義
務
化 

▼
福
島
県
自
転
車
の
安
全
で
適
正

な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
伴
い
、
こ
の
４
月
１
日
か
ら
、

自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加

入
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。 

▼
組
合
と
し
て
も
当
局
に
対
し
て
、
①

住
民
に
対
す
る
周
知
や
②
職
員
（
特
に

自
転
車
通
勤
者
）
に
対
す
る
加
入
確
認

を
行
う
よ
う
、
要
請
す
る
と
と
も
に
、

自
治
労
共
済
に
お
い
て
も
対
応
す
る
制

度
が
あ
る
こ
と
を
組
合
員
の
皆
さ
ま
に

お
知
ら
せ
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま

す
。
以
下
該
当
制
度
を
記
載
し
ま
す
。 

①住まいる共済

「個人賠償責任

補償特約」 

②じちろうマイ

カー共済「自転

車賠償責任補償

特約」 

③新団体生命共

済「個人賠償責

任補償特約」（6

月申込、10月発効） 


